
発達障害医療支援体制検討特別委員会

（平成 30 年度）

発達障害医療支援体制検討特別委員会活動報告

広島県地域保健対策協議会 発達障害医療支援体制検討特別委員会

委 員 長　松田　文雄

Ⅰ．　は　じ　め　に

　平成 26 年より「発達障害児（者）医療支援体制に
かかる検討会」を設置し，発達障害児（者）支援に
おける医療支援体制の整備について検討を重ねてき
た。
　主に診療医の養成を焦点に，診療に必要な知識や
技術の習得方法の検討を行うとともに，医療機関の
連携方策についての課題を検討し，具体的取り組み
へつながるよう努めている。
　平成 29 年は発達障害の診療実態を把握し，課題を
明確化するため県内の小児科医，精神科医に対する
「発達障害の診療実態アンケート調査」を実施し，次
の項目が把握された。
　・6割を超える医師で初診の待機があり，平成 27
年度調査よりも増加している。

　・診療医の偏在があり，地域差がある。
　・診療を行うことのできる，「小児科」「精神科・
神経科」の医師数は増加してきているが，医療
機関数は減少傾向にある。

　・医師が発達障害の診療に必要な情報を精査する
ための検査等を担う医療スタッフの心理技術者，
または作業療法士，言語聴覚士等が診療を実施
している機関のうちの半数で配置されている。

　喫緊の課題である発達障害児の早期把握，早期支
援および初診待機期間の短縮などに取り組むため，
医療機関と，早期の気づきから特性に応じた支援を
行う支援機関が連携をした地域体制の構築が必要で
ある。
　このため，平成 30 年度の取り組みとして，医療機
関と支援機関をつなぐ情報連携ツールの作成を行い，
初診待機期間の短縮に努めること，県内 7圏域の医
療ネットワークの構築について，評価指標を策定し，
ネットワークが構築されている姿について共通認識
を持つことに焦点を当て，取り組んだ。

Ⅱ．　活　動　内　容

　発達障害医療支援体制検討特別委員会を 9月と 3
月の 2回開催した。小児期における発達障害の診療
体制について意見交換，協議を行い，医療機関と母
子保健や子育て支援機関等との連携の円滑化をター
ゲットに情報連携ツールを作成し，できる限り円滑
な診療に必要な情報とは何か，どのような様式であ
れば，それが可能となるか，といった議論を通じ，
情報連携ツールの作成に取り組んだ。
　また，発達障害医療ネットワーク構築を進めるた
めに課題を明確化するとともに，対応方針を協議す
ることを目的に評価指標の策定を行った。

₁　第 ₁回検討会議
　（1）日時
　平成 30 年 9 月 26 日（水）19：00～20：30
　（2）場所
　広島県医師会　会議室
　（3）議題
　　①発達障害の医療連携体制の構築に係る現状及

び今後の方向性について
・鹿児島県，福山市，三原市の早期把握，医
療機関との連携方策について情報提供

　　②発達障害の医療支援体制の構築とその評価の
ための指標について

　（4）協議概要
　　①医療連携体制の構築の現状と課題，方向性に

ついて
・鹿児島県，福山市，三原市等の取り組みか
らもわかるが，行政の関与が明確であると
保護者もわかりやすく，その後の支援もう
まくいくのではないか。
・広島県での取り組みの方向性として，市町
に母子保健と子育て支援が包括的に支援を
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行うネウボラ拠点を作る動きがある。ライ
フステージに応じた支援を行う仕組みづく
りを目指しており，発達障害児への支援に
ついても母子保健担当課との連携をしてい
く必要がある。
・情報連携で活用される書式の重要性や必要
性は理解できる。情報収集に時間がかかる
ことで円滑な診療ができていない事実があ
る。しかし医師が忙しい中，診断書作成に
時間がかからない工夫が必要である。
・専門医の業務の中で，診療，診断もあるが，
行政への提出書類，診断書の作成業務の負
担がある。発達障害医療のすそ野を広げる
方法として地域医療での対応も考えうるも
のではないか。

　　②発達障害医療支援体制の構築及びその評価の
ための指標について
・医療機関間の連携数を把握する目的は，地
域医療と拠点としての専門医療との連携を
確認することにあり，地域ネットワークの
構築状況の把握ともなる。
・小児科から精神科への連携数の把握により，
子どもから大人へ，ライフステージに応じ
た支援連携の医療的なケア場面での現状の
把握を目的としている。
・評価の一つにある，医師をバックアップす
る体制について，心理技術者の紹介システ
ム等，かかりつけ医が診療するにあたり必
要な資源を具体的に示すのもよいのではな
いか。
・保護者や当事者からの意見について，可能
な範囲，抽出的でもよいので利用者からの
評価として組み入れてみてはどうか。

₂　第 ₂回検討会議
　（1）日時
　平成 31 年 3 月 13 日（水）19：00～20：30
　（2）場　所
　広島県医師会　会議室
　（3）議　題
　　①医療機関と支援機関との情報連携ツールにつ

いて
　　②発達障害医療機関ネットワーク構築評価指標

について

　（4）協議概要
　　①医療機関と支援機関との情報連携ツールにつ

いて
・情報提供票，支援連携票の必要性は理解で
きる。できる限り問題や主訴が整理されて
いると診療が円滑である。また仕組みのな
い地域での利用を促す必要がある。
・情報を整理する中で支援機関と保護者とが
共通認識をもてること，また医療機関での
評価や見立てに応じた対応が可能となるこ
とで，子どもへの対応が一貫したものとな
るという支援機関の意見は理解できる。た
だ，その診断名だけ，もしくは検査結果だ
けが取り上げられるようなことになると心
配である。
・かかりつけ医と拠点でみている専門医との
連携も非常に重要なルートであり，その
ルートを活性化していくためのツールが必
要である。
・現在検討している情報連携ツールは未就学
児が対象だが，就学後の対応等も大きな課
題で取り組む必要がある。

　　②発達障害医療機関ネットワーク構築評価指標
の策定について
・状態像の把握のための定性的評価項目と数
値的な実態像の把握のための定量的評価項
目を組み合わせた指標とし，各拠点での評
価を行ってもらう。次年度以降，その評価か
ら取り組みについて検証を行うこととする。

Ⅲ．　ま　　と　　め

　平成 30 年度は，前年度実施した発達障害の診療実
態アンケート調査の結果から，初診待機の状況の改
善に向けた取り組み，および地域のかかりつけ医と
専門医が連携した発達障害の医療ネットワークが円
滑に機能し発達障害児（者）がライフステージを通
じて必要な医療を受けられるための具体的な連携の
構図の仕組みを検討するにあたり，現状把握のため
の評価指標を策定する検討を行った。
　情報連携ツールは対象となる子どもの日常生活上
の様子について，医師が必要と思う項目を，支援者
が整理しやすい様式としたもので，各市町，医療機
関へ情報提供をし，また県のホームページでも掲載
している。
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　またネットワーク構築に関する評価指標について
は，定性的な指標と定量的な指標を組み合わせて評
価できるようなものとした。ネットワーク構築の目
指す姿を明確にとらえるためには，当事者視点が入
るべきであるという意見があり，当事者視点を加え
た調査については次年度に検討する必要があると思
われる。

　次年度は，上記内容の引き続きの課題に加え，発
達障害診療実態アンケートの実施や，発達障害児の
診療におけるかかりつけ医と専門医の役割分担と連
携方策（連携時の情報提供内容など）の協議，検討
等を行い，具体的に活用できるものを作成する。
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「情報提供書」の手引き（発達障害地域支援連携） 

～支援機関※から専門医療機関への情報提供～ 
 

 

１ 目的 

発達障害に関する診察を希望しても待機期間が長いことが課題となっています。その短縮のため，家庭や保育

園など所属の様子，乳幼児期の成育歴情報などを支援機関から医療機関へ提供しやすくするための「情報提供

書」活用し，医師の診察が効果的かつ効率的になることを目指します。それにより診断を円滑に進めることにつな

がることを期待します。 

また，地域の支援機関を通じての予約により，情報提供を行う機関と連携しやすなり，医療機関と支援機関と

が連携しやすくなることで，地域支援体制の充実を図る仕組みづくりができることを期待します。 

 

２ 対象 

  ・支援機関から医療機関への受診勧奨を行った児でかつ保護者の同意が得られている方 

 

３ 情報提供書の作成方法（作成のポイント） 

○  医療機関の受診について，保護者とよく話し合ってください。保護者の受診に対する思いを確認し， 

保護者の同意をとってください。 

○  母子保健担当課から紹介する場合で対象児童が保育園などの所属がある場合は，連携し，作成し 

てください。 

○  保育園等所属から紹介する場合は，必要に応じて母子保健担当課と連携を図り，作成してください。 

○  添付書類には，乳幼児健診結果から診療の参考となる問診票や検査表について添付してください。 

○  情報提供書の提供方法は各支援機関で検討し，適切な方法としてください。（診察時に保護者ないし支援者

が手交する，事前郵送するなど） 

 ※ 「支援機関」とは，市町母子保健担当課・保育園・幼稚園・療育機関等を想定しています。 

 

 

≪情報提供・支援連携イメージ図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★参考：発達障害が診療できる医療機関 

 広島県のホームページに診療ができる医療機関が掲載されています。 

 

 
 市町の母子保健担当課 

子育て世代包括支援センター 

○乳幼児健診，育児相談等 
○親子教室，育児教室 
○健診フォロー教室 
○家庭訪問 

母子保健 
子育て支援サービス 

≪受診前支援≫ 
○こどもの特性理
解と保護者への相
談，支援 
○アセスメントに
基づく発達支援・家
族支援 
○個別支援計画の
立案 
○地域の関係機関
との連携・調整 

療育機関等 

児童発達支援センター

児童発達支援事業所 

対象児が所属する関係機関

○保育園，幼稚園 
 集団場面での支援 
 保護者への相談支援 

発
達
障
害
の
診
療
を
行
っ
て
い
る
医
療
機
関 

情報提供書
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情 報 提 供 書[支援機関 ⇒ 医療機関] 

   

紹介

機関 

市町村名          市・町 連絡先 電話番号     －    － 

機関名  担当者名  

 

ふりがな  生年月日 Ｈ・   年    月    日 

児童名       歳    ヶ月 （男・女） 

住所  所属 未入園・保育園・幼稚園・認定こども園 

受診・紹介のきっかけ □保護者の希望   □紹介機関から受診勧奨  □紹介機関以外から受診勧奨 

医療機関紹介の目的 □診察  □検査  □診断書  □その他（        ） 

子どもの気になる行動 

※以下に詳細を記載 

□ 言葉の問題（遅れ等）□ 指示への反応が薄く，没頭傾向もしくは不注意の状態がある 

□ 落ち着きがない □ パニックやかんしゃくが頻回にある □ こだわりが強い □ 偏

食等過敏さが強い □気持ちの切り替えが難しい □ 不安が強く，場なれが悪い 

□ 一人遊びが多く友達と遊べない  □ 手先の不器用がある   

家庭での様子  

生
活
の
状
況 

生活面 食事の様子：箸，スプーン，フォーク  

食事量：多い・普通・少ない・偏りあり 

昼寝の様子：問題なし・寝つきが悪い・眠れない 

排泄：自立・おむつ使用・夜だけおむつ使用 

衣服の着脱：一人でできる・大人が手伝う 

その他（                                     ）

活動・遊び・運動 集団場面での様子（                                ）

粗大運動（遊具で遊ぶ時やボール投げ等：                    ） 

指先や手の動き（ハサミ，折り紙等：                         ）

その他（                                     ）

対人関係 

コミュニケーション 

言語（発語，理解） 

一方的 ・ 内容がかみ合わない ・場にそぐわない発言が多い ・ 視線があわない 

言葉の理解： 年齢相応 ・年齢給より低いが理解可能  ・ 理解しているか不明 

その他（     ） 

学習面  

健康状態  

保護者の思い・相談したいこと □福祉サービスの利用等診断書 □診断 □学校等所属との連携や説明       

その他保護者が期待していること（                     

支援者が相談したいこと  

 

健診等情報 □1歳 6か月児健診要観察の有無 [有（内容     ）・無] 

□3歳児健診要観察の有無    [有 （内容    ）・無] 

□その他の健診要観察の有無   [有 （内容    ）・無] 

□療育・発達相談 （結果                 ） 

□療育等の利用状況 

※添付書類：□新版Ｋ式 □遠城寺 □その他（     ） 

【保護者同意欄】   情報提供書を受診する医療機関へ提出することに同意します。 

    平成  年    月   日                 

保護者氏名（自署）                  

保護者の受診希望理由，受診勧

奨理由を記載 

きょうだい等の家族との関係など家

庭での様子を記載

遊びの特徴，不器用さなど

言語発達面や友達関係，対人トラ

ブルの有無やきっかけなど 

年齢相応の読み，書き力の有無，学力

の凸凹，興味のない課題への態度等 

支援者として相談したいこと 

診療の参考となる問診票や検査

結果等を添付 
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           情 報 提 供 書[支援機関 ⇒ 医療機関] 

   

紹介

機関 

市町村名          市・町 連絡先 電話番号     －    － 

機関名  担当者名  

 

（ふりがな） 

児童名 

（           ） 生年月日 Ｈ・   年    月    日 

     歳    ヶ月 （男・女） 

住所  所属 未入園・保育園・幼稚園・認定こども園 

受診・紹介のきっかけ □保護者の希望   □紹介機関から受診勧奨  □紹介機関以外から受診勧奨 

医療機関紹介の目的 □診察  □検査  □診断書  □その他（        ） 

子どもの気になる行動 

※以下に詳細を記載 

□ 言葉の問題（遅れ等）□ 指示への反応が薄く，没頭傾向もしくは不注意の状態がある 

□ 落ち着きがない □ パニックやかんしゃくが頻回にある □ こだわりが強い □ 偏

食等過敏さが強い □気持ちの切り替えが難しい □ 不安が強く，場なれが悪い 

□ 一人遊びが多く友達と遊べない  □ 手先の不器用がある   

家庭での様子  

生
活
の
状
況 

生活面 食事の様子：箸，スプーン，フォーク  

食事量：多い・普通・少ない・偏りあり 

昼寝の様子：問題なし・寝つきが悪い・眠れない 

排泄：自立・おむつ使用・夜だけおむつ使用 

衣服の着脱：一人でできる・大人が手伝う 

その他（                                     ）

活動・遊び・運動 集団場面での様子（                                ）

粗大運動（遊具で遊ぶ時やボール投げ等：                    ） 

指先や手の動き（ハサミ，折り紙等：                         ）

その他（                                     ）

対人関係 

コミュニケーション 

言語（発語，理解） 

一方的 ・ 内容がかみ合わない ・場にそぐわない発言が多い ・ 視線があわない 

言葉の理解： 年齢相応 ・年齢給より低いが理解可能  ・ 理解しているか不明 

その他（     ） 

学習面  

健康状態  

保護者の思い・相談したいこと □福祉サービスの利用等診断書 □診断 □学校等所属との連携や説明       

その他保護者が期待していること（                     

支援者が相談したいこと  

 

健診等情報 □1歳 6か月児健診要観察の有無 [有（内容     ）・無] 

□3歳児健診要観察の有無    [有 （内容    ）・無] 

□その他の健診要観察の有無   [有 （内容    ）・無] 

□療育・発達相談 （結果                 ） 

□療育等の利用状況 

※添付書類：□新版Ｋ式 □遠城寺 □その他（     ） 

【保護者同意欄】   情報提供書を受診する医療機関へ提出することに同意します。 

    平成  年    月   日                 

保護者氏名（自署）                  
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「支援連携票」の手引き（発達障害地域支援連携） 

～専門医療機関から支援機関※への情報提供～ 
 
 

 

１ 目的 

発達障害の診断を希望し，医療機関を受診する人が増加しています。発達障害は診断だけではなく，そ 

の人自身の特性を理解し，状況に合わせた支援を受ける必要があります。 

   そこで，診断や助言内容等を専門医療機関と支援機関（市町母子保健，保育園等）とが共有できる連携 

ツールとしての「支援連携票」を作成しました。支援連携票を作成することで，御家族と支援機関が同じ方向で本

人を支援できることを期待します。 

 

２ 対象 

  支援機関から情報提供を受けた児に対して作成してください。 

 

３ 支援連携票の作成方法 

○  サービス利用のための診断書や意見書を作成された場合はできる範囲での回答をお願いします。 

○  本人もしくは保護者から別紙２同意書をもらってください。 

○  支援連携票の返信は郵送，保護者へ手交などの方法をお願いします。 

 ※  「支援機関」とは，市町母子保健担当課・保育園・幼稚園・療育機関等を想定しています。 

 

 

 

≪情報提供・支援連携イメージ図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★参考：発達障害が診療できる医療機関 

 広島県のホームページに診療ができる医療機関が掲載されています。 

 

 

 

 

 
 

 
市町の母子保健担当課 

子育て世代包括支援センター 

○乳幼児健診，育児相談等 
○親子教室，育児教室 
○健診フォロー教室 
○家庭訪問 

母子保健 
子育て支援サービス 

≪受診前支援≫ 
○こどもの特性理
解と保護者への相
談，支援 
○アセスメントに
基づく発達支援・家
族支援 
○個別支援計画の
立案 
○地域の関係機関
との連携・調整 

療育機関等 

児童発達支援センター

児童発達支援事業所 

対象児が所属する関係機関

○保育園，幼稚園 
 集団場面での支援 
 保護者への相談支援 

発
達
障
害
の
診
療
を
行
っ
て
い
る
医
療
機
関 

支援連携票 
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支 援 連 携 票［医療機関 ⇒ 支援機関］（案） 

 
ふりがな  生年月日 Ｈ・   年    月    日 

児童名       歳    ヶ月 （男・女） 

住所  所属 未入園・保育園・幼稚園・認定こども園 

 

児の様子 

 

【受診日】    年     月    日 

 

 

 

医学的所見  

 

子どもへの接し方  

 

今
後
の
方
針 

受診の必要性 

（次回の予定） 

 

□ 1 ヶ月ごと  □（  ） ヶ月毎 □ 節目（1年後，就学前）□ 不要 

【特記事項】 

 

保護者への助言内容 □ 子どもへの接し方 
 
□ 福祉サービスの利用勧奨 

児童発達支援，放課後等デイサービス，手帳（療育，精神保健福祉）の申請

 

□ その他 
 

      年    月   日 
                      医療機関名 
                      医 師 名 
 
 

受診時に特記する事項があれば記載 

児の特性により工夫すべき対応方法（視覚化など），環境整備など 

保護者への説明内容等今後の治療方針等 
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支 援 連 携 票［医療機関 ⇒ 支援機関］ 

 
（ふりがな） 

児童名 

 （           ） 生年月日 Ｈ・   年    月    日 

     歳    か月 （男・女） 

住所  所属 未入園・保育園・幼稚園・認定こども園 

 

児の様子 

 

【受診日】    年     月    日 

 

 

 

医学的所見  

 

子どもへの接し方  

 

今
後
の
方
針 

受診の必要性 

（次回の予定） 

 

□ 1 ヶ月ごと  □（  ） ヶ月毎 □ 節目（1年後，就学前）□ 不要 

【特記事項】 

 

保護者への助言内容 □ 子どもへの接し方 
 
□ 福祉サービスの利用勧奨 

児童発達支援，放課後等デイサービス，手帳（療育，精神保健福祉）の申請

 

□ その他 
 

      年    月   日 
                      医療機関名 
                      医 師 名 
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同意書 

 
 
            様の支援を目的として，当医療機関が市町等情報提供のあった機関へ情

報を伝えることに同意します。 

 
 
 

      年   月   日 
 
 

 医療機関の長 様 
 
 
                   保護者氏名（自署）              
 
                   児童氏名                   
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・
コ
メ
デ
ィ
カ
ル

数
・
診

療
に
必

要
な
心

理
検

査
や

発
達

検
査

等
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実

施
で
き
る
体

制
や

　
　
４
　
で
き
て
い
る

　
（
言

語
聴

覚
士

，
理

学
療

法
士

，
作

業
療

法
士

，
臨

床
心

理
士

，
精

神
保

健
福

祉
士

等
）

　
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
依

頼
で
き
る
機

関
が

あ
る
か

。
　
　
３
　
ま
あ
ま
あ
で
き
て
い
る

・
拠

点
医

療
機

関
専

門
医

か
ら
か

か
り
つ
け
医

へ
の

連
携

が
す
す
ん
で
い
る
か

。
　
　
２
　
あ
ま
り
で
き
て
い
な
い

・
拠

点
医

療
機

関
に
お
け
る
陪

席
研

修
参

加
者

数
・
か

か
り
つ
け
医

か
ら
拠

点
医

療
機

関
専

門
医

へ
の

連
携

が
す
す
ん
で
い
る
か

。
　
　
１
　
で
き
て
い
な
い

・
発

達
障

害
に
関

す
る
研

修
会

の
実

施
回

数
・
発

達
障

害
に
関

す
る
小

児
科

か
ら
精

神
科

へ
の

紹
介

，
連

携
が

す
す
ん
で
い
る
か

。

・
発

達
障

害
に
関

す
る
研

修
会

の
参

加
者

数
・
緊

急
時

に
対

応
で
き
る
医

療
機

関
と
の

連
携

体
制

が
あ
る
か

。

・
か

か
り
つ
け
医

か
ら
拠

点
医

療
機

関
専

門
医

へ
の

紹
介

，
連

携
数

・
拠

点
医

療
機

関
専

門
医

か
ら
か

か
り
つ
け
医

へ
の

連
携

数
■

初
診

待
機

期
間

の
短

縮
　
【
評

価
方

法
】

・
小

児
科

か
ら
精

神
科

へ
の

紹
介

，
連

携
数

・
初

診
待

機
期

間
が

短
縮

し
て
い
る
か

。
　
・
拠

点
医

療
機

関
と
県

，
市

町

・
拠

点
医

療
機

関
で
の

初
診

待
機

患
者

数
・
拠

点
医

療
機

関
へ

の
患

者
の

集
中

が
解

消
し
て
い
る
か

。
　
　
と
の

協
議

に
よ
り
評

価
す
る
。

・
拠

点
医

療
機

関
で
の

初
診

待
機

期
間

・
初

診
待

機
中

に
必

要
な
支

援
ま
た
は

，
支

援
機

関
へ

繋
い
で
い
る
か

。

・
拠

点
医

療
機

関
以

外
の

初
診

待
機

患
者

数

・
拠

点
医

療
機

関
以

外
の

初
診

待
機

期
間

■
関

係
機

関
と
の

連
携

・
市

町
（
母

子
保

健
担

当
課

）
か

ら
の

情
報

提
供

書
（
紹

介
状

等
）
受

理
数

，
連

携
件

数
・
診

療
に
必

要
な
情

報
を
得

る
こ
と
が

で
き
て
い
る
か

。

・
保

育
園

，
幼

稚
園

か
ら
の

情
報

提
供

書
（
紹

介
状

等
）
受

理
数

，
連

携
数

　
（
母

子
保

健
，
保

育
園

，
学

校
，
療

育
機

関
等

か
ら
）

・
支

援
機

関
（
市

町
，
学

校
，
療

育
機

関
等

）
と
の

ケ
ー
ス
検

討
会

の
実

施
，
参

加
回

数
・
相

談
窓

口
や

療
育

機
関

の
情

報
を
把

握
し
て
い
る
か

。

・
療

育
機

関
か

ら
の

情
報

提
供

書
（
紹

介
状

等
）
受

理
件

数
，
連

携
数

・
子

育
て
支

援
機

関
や

療
育

機
関

，
学

校
等

と
の

連
携

が
進

ん
で
い
る
か

。

・
小

・
中

学
校

等
か

ら
の

情
報

提
供

書
（
紹

介
状

等
）
受

理
件

数
，
連

携
数

・
診

断
後

の
本

人
や

保
護

者
の

不
安

や
必

要
な
支

援
に
つ
い
て
関

係
機

関
へ

繋
げ
る

　
こ
と
が

で
き
て
い
る
か

。

【
参

考
】
発

達
障

害
支

援
に
関

す
る
視

点
（
案

）

地
域

に
所

在
す
る
子

育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
数

・
医

療
機

関
と
の

紹
介

に
つ
い
て
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
て
い
る
か

。
児

童
発

達
支

援
セ
ン
タ
ー
数

・
身

近
な
地

域
で
必

要
な
療

育
を
う
け
る
こ
と
が

で
き
る
体

制
に
あ
る
か

。

保
健

師
数

・
医

療
機

関
へ

必
要

な
情

報
を
伝

え
る
体

制
に
あ
る
か

。
児

童
発

達
支

援
事

業
所

数
・
必

要
時

，
早

期
か

ら
療

育
を
受

け
る
こ
と
が

で
き
る
体

制
に
あ
る
か

。

1
歳

6
か

月
児

健
康

診
査

受
診

率
，
健

診
結

果
・
受

診
後

の
状

況
に
つ
い
て
把

握
で
き
る
体

制
に
あ
る
か

。
放

課
後

等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
事

業
所

数
・
保

育
園

や
小

学
校

等
子

ど
も
の

所
属

す
る
機

関
と
の

連
携

が
図

ら
れ

て
い
る
か

。

3
歳

児
健

康
診

査
受

診
率

，
健

診
結

果
・
発

達
に
関

す
る
相

談
に
応

じ
る
体

制
が

あ
る
か

。
保

育
所

等
訪

問
支

援
事

業
・
医

療
機

関
と
の

連
携

が
取

れ
て
い
る
か

。

各
種

健
診

フ
ォ
ロ
―

教
室

の
実

施
回

数
，
参

加
者

数
療

育
等

支
援

事
業

実
施

機
関

数

発
達

相
談

等
へ

の
相

談
者

数
児

童
発

達
支

援
事

業
利

用
人

数

保
育

所
等

訪
問

支
援

利
用

人
数

放
課

後
等

デ
イ
サ

ー
ビ
ス
利

用
人

数

保
育

園
数

・
保

護
者

か
ら
の

発
達

に
関

す
る
相

談
窓

口
が

あ
る
か

。
生

活
支

援
サ

ー
ビ
ス
利

用
人

数

子
育

て
支

援
セ
ン
タ
ー

・
必

要
時

，
医

療
や

療
育

機
関

へ
の

紹
介

を
し
て
い
る
か

。
幼

稚
園

，
学

校
数

・
保

護
者

か
ら
の

発
達

に
関

す
る
相

談
窓

口
が

あ
る
か

。

保
育

士
，
幼

稚
園

職
員

の
加

配
・
保

健
師

や
小

学
校

等
と
の

連
携

が
図

れ
て
い
る
か

。
特

別
支

援
学

級
設

置
数

・
必

要
時

，
医

療
や

療
育

機
関

へ
の

紹
介

を
し
て
い
る
か

。

巡
回

相
談

の
活

用
個

別
支

援
計

画
作

成
数

・
児

童
の

特
性

に
あ
っ
た
教

育
支

援
が

で
き
る
体

制
が

あ
る
か

。

保
育

所
等

訪
問

支
援

事
業

ペ
ア
レ
ン
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
実
施
数

・
保

護
者

の
相

談
窓

口
を
設

置
し
て
い
る
か

。
就

労
移

行
支

援
利

用
者

数
・
本

人
や

雇
用

者
の

就
労

に
関

す
る
相

談
窓

口
が

あ
る
か

。

ペ
ア
レ
ン
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
参

加
者

数
・
家

族
同

士
で
支

援
し
合

え
る
活

動
の

場
が

あ
る
か

。
就

労
継

続
支

援
事

業
所

利
用

者
数

・
就

労
の

定
着

に
向

け
た
関

係
機

関
と
の

連
携

が
図

ら
れ

て
い
る
か

。

ペ
ア
レ
ン
ト
メ
ン
タ
ー
の

登
録

者
数

・
ペ
ア
レ
ン
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や

ペ
ア
レ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
保

護
者

が
地

域
活

動
支

援
セ
ン
タ
ー
利

用
者

数

家
族

会
の

設
置

数
　
学

ぶ
場

が
あ
る
か

。
障

害
者

就
業

・
生

活
支

援
セ
ン
タ
ー
利

用
者

数

相
談

窓
口

の
設

置
数

発
達

障
害

に
係

る
医

療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構

築
の

評
価

指
標

　

評
価

医
療

ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

（
基

盤
）

県
調

査

医
療

プ
ロ
セ
ス
指
標

（
医

療
体

制
整

備
に
つ
な
が

る
事

業

拠
点

医
療

機
関

に
て

把
握

県
調

査

就
労

基 本 情 報 （ 人 口 ・ 出 生 数 ・ 出 生 率 な ど ）

患 者 ア ン ケ ー ト （ 例 ： 診 療 待 機 期 間 ， 診 療 を 希 望 し た き っ か け な ど ）

早
期

把
握

（
保

健
・
子

育
て
支

援
）

子
育

て
支

援

家
族

支
援

教
育

療
育

・
福

祉

拠
点

医
療

機
関

に
て

把
握

ア
ウ
ト
カ
ム
指

標
（
連

携
を
評

価
す
る
取

組
）

定
量

的
評

価
定

性
的

評
価

【
評

価
の

視
点

】
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広島県地域保健対策協議会 発達障害医療支援体制検討特別委員会
委員長　松田　文雄　松田病院
委　員　芦田　雅嗣　広島市健康福祉局保健部医療政策課
　　　　井上　和義　広島市発達障害者支援センター
　　　　伊予田邦昭　福山市こども発達支援センター
　　　　宇根　幸治　宇根クリニック
　　　　大澤多美子　草津病院
　　　　梶梅あい子　広島大学病院小児科
　　　　河野　政樹　広島県立障害者療育支援センターわかば療育園
　　　　坂本　美穂　広島市こども未来局こども・家庭支援課
　　　　杉原　雄三　こどもクリニック八本松
　　　　髙橋　康太　おひさまこどもクリニック
　　　　田邉　道子　たなべ小児科
　　　　坪倉ひふみ　広島市こども療育センター
　　　　堂面　政俊　堂面医院
　　　　西村　浩二　広島県発達障害者支援センター
　　　　林　　優子　県立大学保健福祉学部付属診療所
　　　　淵上　　学　広島大学病院精神科
　　　　町野　彰彦　呉医療センター・中国がんセンター
　　　　湊崎　和範　広島西医療センター
　　　　村上　誠二　広島県健康福祉局障害者支援課
　　　　山崎　正数　広島県医師会
　　　　淀川　良夫　子鹿医療療育センター
　　　　渡邊　弘司　広島県医師会
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